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令和８年度クリントピア丸亀余剰電力売却 仕様書 

 

１ 件名 

  令和８年度クリントピア丸亀余剰電力売却 

 

２ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 電力受給期間 

  令和８年４月１日から令和８年１０月３１日まで 

※令和７～９年度にクリントピア丸亀では基幹的設備改良工事を行っており、発電設備

の更新のため令和８年１１月１日（予定）から令和９年６月３０日（予定）までは発

電ができない見込み。 

 

４ 予定売却電力量 

  １，０００，０００ ｋＷｈ（上記３の期間における電力量） 

※あくまで予定量であり、この数量を担保するものではない。 

 

５ バイオマス比率（ごみ質分析を年度内に４回（３か月ごと）実施（※）し、その平均値） 

令和４年度 ４２．５％ 

令和５年度 ３７．９％ 

令和６年度 ３５．６％ 

※通常は５月・８月・１１月・２月に実施している。 

 

６ 受給地点 

香川県丸亀市土器町北１丁目７２番地２所在のクリントピア丸亀構内に中讃広域行政事

務組合が設置した開閉器の電源側接続点 

 

７ 接続電力系統 

四国電力送配電株式会社 

 

８ 受電方式等 

（１）受電方式  三相三線 ６，６００Ｖ 

（２）定格周波数 ６０Ｈｚ１回線 

（３）同時最大受電電力 ８００ｋＷ 

 

９ 発電設備 

＜蒸気タービン発電設備＞ 

（１）形式   抽気復水タービン 

（２）定格出力 １，９５０ｋＷ 

（３）燃料   一般廃棄物 
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（４）設備 ID Ｂ０００００８Ｇ３７ 

 

10 非化石価値 

本組合の発電設備は、再生可能エネルギー固定価格買取制度は利用していない。本組合

から買受人に売却する余剰電力には、非化石価値（エネルギー供給事業者による非化石エ

ネルギー源の利用および非化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の非化石

電源算定比率に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値

を指す）を含むものとする。 

買受人が行う非化石価値の証書取得のための必要な手続きについては、それに伴う費用

のすべてを買受人が負担するものとする。また、本組合は年４回ごみ質分析を行っている

が、分析結果については分析した日から２か月以内に買受人に報告する。なお、別途買受

人側が費用負担をしてごみ分析を行うことを妨げるものではない。 

本組合は、電気事業法第２条第１５項に規定する発電事業者ではない。 

 

11 容量価値 

本組合から買受人に売却する余剰電力には、容量価値を含むものとする。 

 

12 他機関との諸手続 

送配電事業者や電力広域的運営推進機関等との各種手続きについては買受人が代行して

行うこと。 

 

13 発電側課金について 

（１）発電側課金については、契約単価に含まないものとし、本組合が一般送配電事業者

に対して負担する発電側課金相当分の全額を別途、買受人の負担に転嫁する。 

（２）本組合が負担する発電側課金の一般送配電事業者への支払業務は買受人が行うこと

とし、買受人から一般送配電事業者への支払相当額と前項の定めによる本組合から買

受人への転嫁相当額を毎月の電力量料金の支払において相殺する。 

 

14 その他 

（１）本調達の受注等にあたって知りえた情報は、外部に漏らしてはならない。 

（２）本仕様書に記載がない事項については、協議により決定する。打合せ等の協議事項

については、買受人が記録し双方確認の上、提出すること。 

 

 


